
広
島
県
教
育
振
興
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
十
八
日

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

広
島
県
条
例
第
十
六
号

広
島
県
教
育
振
興
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

広
島
県
教
育
振
興
基
金
条
例
（
昭
和
五
十
七
年
広
島
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改

正

後

改

正

前

（
設
置
） 

第
一
条 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

県
又
は
市
町
が
行
う
初
等
中
等
教
育
段
階
の
公

立
学
校
に
お
け
る
情
報
機
器
の
整
備
に
要
す
る
経

費
四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
県
内
の
国
立

学
校
、
公
立
学
校
及
び
私
立
学
校
に
お
け
る
主
体

的
に
学
び
続
け
る
児
童
及
び
生
徒
の
育
成
の
た
め

の
教
育
活
動
の
促
進
そ
の
他
の
基
金
の
設
置
の
目

的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
に
要
す
る
経

費
附

則

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
処
分
の
特
例
） 

２ 

基
金
の
一
部
に
相
当
す
る
額
を
国
に
納
付
す
る
と

き
は
、
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
基
金

の
一
部
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

（
設
置
） 

第
一
条 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
県
内
の
国
立

学
校
、
公
立
学
校
及
び
私
立
学
校
に
お
け
る
主
体

的
に
学
び
続
け
る
児
童
及
び
生
徒
の
育
成
の
た
め

の
教
育
活
動
の
促
進
そ
の
他
の
基
金
の
設
置
の
目

的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
に
要
す
る
経

費
附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


